
健康の取り組み
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トヨタ自動車株式会社
安全健康推進部

木田 明

トヨタ自動車における

当社の概要

1.所在地 ：愛知県豊田市トヨタ町

2.創立 ：1937年(昭和12年)8月28日

3.資本金 ：6,354億 (2016年3月現在)

4.生産拠点 ：国内12工場，海外52工場

5.従業員数 ：370,870人 (連結2019年3月現在)

74,515人 (単独)

6.事業内容 ：輸送用機器の製造･販売 等
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経過観察指導

健康相談 専門スタッフ体制強化

健康活動の変遷

1990

健康づくり
活動

メンタル
ヘルス活動

2010

健診
・

事後措置

高齢者対策

健康づくり活動

2000

健康BIP２活動

特定保健指導

職層別セルフケア研修
管理監督者メンタルヘルス研修

休務復職支援の充実

健康チャレンジ８

健診でのクリーニング

いきいき健康プログラム

食育対策・喫煙対策 屋内禁煙化

ストレス
チェック制度

節目ハイレベル健診（ウェルポ）

糖尿病指導強化

脳ドック

定期健診・特殊健診

トヨタの健康経営

健康「施策/活動」は会社の“持続的
成長”に繋がる “企業経営の根幹”

企 業 理 念

従業員の健康増進
活力向上

健康施策/活動
（健康への投資）

社会への貢献
・医療費の適正化
・QOL(生活の質)向上
～健康長寿社会の実現へ～

業績・企業価値向上

～持続的成長へ～

大転換期に立ち向かう

健全で強い労働力

・組織の活性化
・生産性の向上

・優秀な人材確保
・定着率の向上



全役員の「健康メッセージ」



健康宣言モニュメントに魂を込める

＜出勤停止基準＞

予防活動 早期発見・対応 回復

健康リスク低減

（健康アセス）

▼特定保健指導

健

康

診

断

等

▼健康チャレンジ８

フ
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カ

ル

・
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ル

▼メンタル職場支援活動

▼いきいき健康プログラム

ガン

メタボリック
シンドローム

糖尿病

高血圧

高尿酸血症

高脂血症

肝臓病

休

務

（
労

働

損

失

）

うつ・神経症抑うつ状態

▼健康相談、復職支援

低体力
腰痛等

筋骨格系疾病

ガン

▼健康指導会等 （いきいき健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

脳・心疾患

健康施策のフレームワーク

間食

睡眠

朝食

禁煙

ストレス

啓発

環境整備

適正
体重

・職場環境改善
・敷地内禁煙 等

運動飲酒

・個人,職場結果
・表彰等

・階層別教育
・健康出前講話等

健康教育

悪い生活習慣

（ﾗｲﾝｹｱ・ｾﾙﾌｹｱ教育）
（ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ制度）

（職場主体活動）

▼経過観察・通院者フォロー （治療と仕事の両立支援）



適正体重 朝 食 飲 酒 間 食

禁 煙 運 動 睡 眠 ストレス

ＢＭＩ
２５未満

毎日
食べる

禁 煙
している

熟睡
できている

多いほう
ではない

健康習慣を１つでも多く
実践している習慣の「もっといい」にチャレンジ

「８つの健康習慣改善」に職場主体で取り組み
生活習慣病を予防する健康づくり活動

「8つの健康習慣」実践数と疾患の保有数に関連あり

全従業員の実践数平均 6.50必達（2021年末までに）

★

＜疾患の平均保持数と 「８つの健康習慣」の実践平均数＞

疾
患
の
保
持
数
（8
年
間
）

現状：6.10

（2017年健診結果より）

健康チャレンジ８



＜個人啓発＞
「８つの健康習慣」状況について定期健康診断結果にて個人へフィードバック

個人の健康づくりの意識向上/実践に活用

健康チャレンジ８

＜職場活動支援＞
毎年２回、部署単位の「８つの健康習慣」状況について職場へフィードバック

職場の健康づくりのきっかけに活用
（全社の中での位置づけや、各項目の強み弱みを確認）

健康チャレンジ８



(1)産業保健スタッフによる職場支援

職場日常活動

支援ツールの提供

はかるだけダイエット

＜健康出前講話＞ ＜体操レクチャー＞

(2)IoTを活用した運動習慣定着

生活活動も

水泳も

歩行も

ﾗﾝﾆﾝｸﾞも

★活動量のみえる化

○個人対抗○部署対抗

★ゲーム感覚で競い合い

活動量計・スマホの活用

＜カロリー表示＞

①カロリー低食
（599Ｋｃａｌ以下）

＜ミールチェックシステム＞

自分の食事内容（ｶﾛﾘｰ・ﾊﾞﾗﾝｽ）を
精算機・ＰＣで確認できるシステム

＜ヘルシーメニューの提供＞ ＜T-VISIONでの情報提供＞

②野菜たっぷり
（180ｇ以上）

③ノンフライデー
（1回/週提供）

＜例＞

(3)社員食堂と連携した食育



２０１０年 ２０１７年 ２０１８年

ソフト
対策
（人対策）

ハード
対策

（環境対策）

２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年

ポスター、食堂、I-TIME等による啓発活動

トヨタ禁煙ﾃﾞｰ
（5/31販売停止）

禁煙教室トライ
禁煙教室
（関心・準備期）

ﾆｺﾁﾝﾊﾟｯﾁ処方
体制整備

無関心期へのアプローチ
（1～12月 健診時に冊子配布）

ﾊﾟｯﾁ無料処方
（2回/年）

職場へ禁煙出前講話

禁煙希望者・応援者活動

新入社員への教育

役員への
理解活動

外部講師
禁煙講演会

専門委員会
（人事・組合・安健部）

自販機、販売廃止に向けた
人事部・組合との調整

分煙化対策 （05～07年度）

禁煙ﾃﾞｰの設定
（毎週金曜日）

社内販売廃止
（自販機・売店）

屋内喫煙所を少しずつ減らす

★

★

★

★

★

★

就業時間内禁煙運動
★

マイ灰皿化

受動喫煙対策（屋外喫煙所Ａランク対応）

禁煙ﾁｬﾚﾝｼﾞ活動
★

★

5/31終日
敷地内禁煙

★

★

★

屋内禁煙に向けた調整
★

(4)喫煙対応

受動喫煙対策 ⇒ 建屋内禁煙(今年度末)

いきいき健康プログラム（体力維持向上活動）



体力みえる化 （体力測定）
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★いきいき健康プログラムの詳細①

★９種目を選定 柔軟性、足把持力が特徴

１５分/１人 ・ ２５分/6人

＜主な特徴＞

１．柔軟性を重視
２．足把持力

※実施は原則就業時間内

＜目的＞

身体・体力への気づき

＜所要時間＞



★いきいき健康プログラムの詳細②

体力みえる化 （体力測定）後に結果をフィードバック

★各種目 ＆ 総合体力の３段階評価 気づきへ

★いきいき健康プログラムの詳細③

運動指導会 ＜目的＞

身体のﾒﾝﾃﾅﾝｽ・体力維持
の方法を実技を交え伝達

＜所要時間＞

３０分～６０分
１回/数人～３０人まで

※実施時間帯は工場判断

＜指導＞

安健部 運動トレーナー

＜特徴＞

柔軟性の向上を重視

★加齢による腰痛・首肩こりに効果的なストレッチの方法等を伝達
不定愁訴改善から自らの身体への気づき→ 体力維持への気づき



★いきいき健康プログラム前後で体力向上

★９種目の体力と「いきいき」との関連を確認①

９種目体力のいきいき上の意義



９種目体力のいきいき上の意義

★９種目の体力と「いきいき」との関連を確認②

体力と労働損失

年間１０日以上の休務者の割合 就業制限者の割合

体力高群では心身の疾患による休務者や就業制限者の割合が低い

n=5,225

体力９種目の総合得点

９種目体力のいきいき上の意義

５０才以上

高血圧 糖尿病

腰痛 腰痛以外の筋骨格系

★９種目の体力と「いきいき」との関連を確認③



★いきいき健康プログラム前後で行動変容

運動への意識・関心に対して効果あり

n=325

対 象 受診のタイミング 対象者数 対象者総数

従業員（節目年齢）
節目年齢
（36.40.44.48.52.56.60才）

10,600名/年

海外赴任者とその家族 赴任時、一時帰国、帰任時 1,400名/年

被保険者の家族 上記対象者の配偶者 6,400名/年

トヨタ以外の
企業の従業員

節目年齢
（36.40.44.48.52.56.60才）

1,300名/年

12,000名/年

7,700名/年

総計 19,700名/年

＜ウェルポでの重点内容＞

▽夫婦での受診を推奨

１．ガンの早期発見・対応

（胃・肺・大腸・乳・子宮等）

２．生活習慣改善

・メタボ予防（運動、食事）

・喫煙者への対応

健康支援センター ウェルポ



種
類

＜若年者・非肥満対策含＞

経過観察（ｃ2）連続者
への保健指導（2013年10月～）

特定保健指導
(2008年7月～）

＜重症化予防・休務者低減対策＞

通院中コントロール不良者

への保健指導（2013年7月～）

対
象
者

全年齢 40歳以上 全年齢

「血圧」「脂質」「糖質」
「尿酸」「肝臓機能」の
いずれかが継続して基準を
超える方

メタボリックシンドローム
及び予備軍に該当の方

通院治療中かつ、
「血圧」「脂質」「糖質」「尿酸」
「肝臓機能」検査値が基準を
超える方

正常範囲
社内

経過観察
（疾患予備群）

要精密
検査

要通院
（要治療）

要休養

健康診断

主治医の指示に基づき対応社内保健指導対象

健診後の保健指導体制

2017年～60才以上も含めた全年齢に対象拡大


